
 

 

2021年 9月制定 

 

豊田自動織機グループ人権方針 

 

 

私たち（株式会社豊田自動織機およびその子会社）は、創業以来、豊田綱領（社是）と基本理念に 

基づき、「住みよい地球と豊かな社会づくり」に取り組んできました。 

 

私たちは、今後も企業活動を通じて社会・地球の調和のとれた持続可能な発展に貢献していくために、

法令遵守に加え、企業活動に関わる全ての人々の人権を尊重することが不可欠だと認識しています。 

 

本方針は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、当社グループ（株式会社豊田自動織機

およびその子会社）として国際的に認められた人権を尊重すべく定めるものです。 

 

本方針は、当社グループにおける人権に関する最上位の方針として位置づけます。  

 

１．人権尊重へのコミットメント 

私たちは、研究開発、調達から商品・サービスの提供に至る当社グループの企業活動が、直接的 

または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを理解しています。 

 

私たちは、「国際人権章典」および「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関  

（ILO）宣言」などに規定されている国際的に認められた人権（強制労働・児童労働の禁止、結社の  

自由、差別の排除など）を尊重します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持し、 

実践に向けて取り組みます。 

 

私たちは、企業活動を行う国や地域の法令を遵守します。国や地域の法令が国際的に認められた  

人権と矛盾する場合は、国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求します。 

 

２．適用範囲 

本方針は、当社グループの全ての役員・従業員に適用します。また、サプライヤーを含む全ての

ビジネスパートナーの皆様にも、本方針を理解し、支持していただくことを期待します。 

 

 

 



 

３．人権デューデリジェンス 

私たちは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、企業活動による人権への悪影響を  

特定、予防、軽減し、対処方法を説明するための人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、これを 

継続的に実施します。 

 

４．是正・救済 

私たちは、人権への悪影響を引き起こした、または関与したことが明らかになった場合、適切な 

手続きを通じて是正・救済に取り組みます。また、悪影響を受けた可能性がある関係者がアクセス

可能な相談窓口を整備します。  

 

５．教育・啓発活動 

私たちは、当社グループの役員・従業員に対し適切な教育・啓発活動を行い、本方針の浸透を 

通じて人権への悪影響の予防に努めます。また、本方針を企業活動全体に定着させるために関連する 

方針や必要な手続きに反映します。 

 

６．モニタリングと情報開示 

私たちは、本方針の遵守状況を継続的にモニタリングし、必要に応じて改善していきます。 

また、人権に関する取り組み状況を当社ウェブサイトや報告書などを通じて定期的に開示します。 

 

７．ステークホルダーとの対話 

私たちは、人権への悪影響を特定し、適切に対処するために、関係するステークホルダーと 

対話・協議を行います。  
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